
１８歳でおとなになる君たちへ 

～トラブル回避のための参考書～学習用ワークシート 

年  組  番 氏名                       

（１）契約の基礎編 

１．契約についての説明を、下記語群から選んで書きましょう。 

 

     契約とは【 法的な義務が生じる  】約束。 

    契約を結ぼうとする当事者間の自由な意思によって行われる。 

    契約は、【 申し込み   】と【 承諾    】の意思表示の  合致によって成立する。 

    契約が成立すると、双方に【  権利と義務  】が発生する。 

    契約をするときには【 本当に必要な  】ものか慎重に検討する。 

 

２．Ｑ１からＱ３までの質問に〇または×で答えましょう。 

 

３．契約書はなぜ必要でしょうか。契約書の役割を考えましょう 

 

 

 

（２）マルチ商法編 

１．マルチ商法の特徴を、下記語群から選んで書きましょう。 

 

    マルチ商法は、【 ネットワークビジネス 】とも呼ばれる。 

    マルチ商法は、人を【 紹介 】することで【 組織 】が拡大していくのが特徴である。 

    友人や【 SNS 】 で知り合った人などから、実態がよくわからない【 もうけ話 】を勧誘されトラブルに遭う。  

借金をしてしまうと、返済できなくなり【 多重債務 】に陥るおそれもある。 

 

２．マルチ商法・ネットワークビジネスの問題点を考えましょう。 

 

 

 

Ｑ１ ３日前、デパートで Tシャツを買ったが、似たような Tシャツを持っていたから返品したい。Tシャツ

とレシートを持参すれば返品でき、お金も返金される。 
× 

Ｑ２ 契約は口約束だけで成立する。 ○ 

Ｑ３ ２０万円で腕時計を購入した。この契約は取り消すことができる。   （未成年者の場合） ○ 

契約 承諾 法的な義務が生じる 申し込み 権利と義務 本当に必要な 

・契約内容を明確にし、後日の紛争に備えるために作成される。（社会への扉 教師用解説書 P10） 

 

 

 

SNS 組織 ネットワークビジネス 紹介 多重債務 もうけ話  

・自分が販売員として勧誘する場合、簡単には売れない。 

・人を組織に加入させて得るリクルートマージンが大きい。 

・友人や部活の先輩などの人間関係を利用して勧誘されることが多いので、なんとなく怪しいと思って

も、断りにくくなり契約をしてしまう。 

・契約時に登録料や商品代金などを支払わせるために、消費者金融から借金をさせられ 

  る例もある。（社会への扉 教師用 P19） 

 

 

約束 契約 



３．あなたがネットワークビジネス、マルチ商法に誘われたならどうしますか？ 

 

 

 

 

（３）賃貸借トラブル編 

１．賃貸借トラブルの特徴を、下記語群から選んで書きましょう。 

 

     入居時に【 賃貸住宅契約 】に基づき家主に預け入れる【  敷金  】や【 保証金 】は、退去後に 

    滞納家賃や原状回復費用を差し引き、残額を借主に返還【 すべき 】ものと考えられている。     

     通常使用での壁紙の色の変化などの自然な劣化は、賃料に【 含まれる 】。 

 

２．賃貸住宅退去後、次の入居者のために専門業者による全体のハウスクリーニングを行う理由で費用を請求 

  された。あなたらどのように対応しますか？ 

 

 

 

 

 

（４）自立した消費者としての行動 

 １．消費者トラブルに遭わないためにどうしたら良いでしょう？ 

 

 

 

 

２．消費者トラブルに遭ったときどのように対処しますか？ 

 

 

 

 

※参考 成年年齢引下げによる年齢要件の変更 

１８歳からできること                                ２０歳のままかわらないこと 

 

 

 

 

 

・きっぱり断る。 
・面と向かっては断れないので、契約後にクーリング・オフする。 
・契約すると、その後の関係が悪くなるので、声をかけられたときに断る。 
※誘われた時に対応できるようにする。（社会への扉 教師用解説書 P1９） 

 

賃貸住宅契約  含まれる  含まれない  敷金 礼金 保証金 すべき されない 

〈想定される答え〉 
・払う。 
・きれいに使っていたから払いたくない。 
・請求された金額によって、安かったら払う。 
・賃貸借契約書を確認し、対応する。 

〈想定される答え〉 
・怪しい誘いは断る。 
・普段から消費者トラブル情報をチェックしておく。 
・普段から相談できる人を考えておく。 

〈想定される答え〉 
・すぐに先生に相談する。 
・消費生活センターに相談する。 
・１８８に相談する。 

・親の同意なしでの契約 
（クレジットカードを作る、ローンを組む、携帯電話の
契約、ひとり暮らしの部屋を借りることなど） 
・10年間有効なパスポートの取得 
・公認会計士や司法書士などの国家資格取得 
・性同一性障害の人の性別変更の申し立て 
・外国人の帰化（日本国籍の取得）         など 
※結婚は男女とも 18歳に統一されます 

 

・飲酒、喫煙 

・競馬や競輪、オートレースなどの公営ギャンブル 

・中型自動車免許等の取得 

・養子をとること 

・国民年金保険料の納付義務             など 

（出所：くらしの豆知識２０２１） 


